[bookmark: _Hlk212030765]住民と育てる「選ばれる町」に向けた「三重県明和町 2040ビジョン」共創プロジェクト（基盤構築支援業務）委託仕様書

1． 委託業務名
令和７年度　住民と育てる「選ばれる町」に向けた「三重県明和町 2040ビジョン」
共創プロジェクト（基盤構築支援業務）

2． 事業の背景・目的
[bookmark: _Hlk213657390]本町では人口減少や少子高齢化の進行により、地域の担い手不足や行政サービスの維持が大きな課題となっている。特に2040年を見据えると、若者・女性・子育て世代の流出や、町外の関係人口を受け止める基盤が未整備であることによる影響が深刻となり、地域の活力や多様性の確保が一層難しくなることが想定される。こうした状況下において、本町は「2040変革推進宣言」のもと、フロントヤード改革等を通じて、住民に開かれた次世代役場への転換と、住民・関係人口・行政が共に価値を生む「共創」の文化醸成に取り組んできた。特に子育て領域では、当事者参画と迅速な実装・発信により成果を上げており、この成功モデルを他分野へ横展開する段階にある。また、「三重県明和町 子育てDXアンバサダー」との協働を重視し、共創の担い手を広げてきた。
また、国の地方創生政策においても、デジタル技術を活用した住民参加型のまちづくりが推進されており、本町としても地域の実情に即した形で、行政・住民・関係人口が協働して地域の未来像を描く仕組みづくりが急務である。
本事業は、こうした背景を踏まえ、明和町における「住民と育てる『選ばれる町』に向けた『三重県明和町 2040ビジョン』共創プロジェクト」の初年度（令和７年度）として、共創の土台となる基盤を構築することを目的とする。住民や関係人口が地域の将来を“自分ごと”として考え、意見を共有し、行動に移せる仕組みを整備するとともに、そのプロセスを可視化・発信することで、共創文化の定着と関係人口の拡大を図る。最終的には、若者や女性に選ばれ、町外の人も関わりたくなる、「共につくる町＝みんなでつくる、あったかい未来」を実現し、誰もが関わりやすく支え合える次世代の地域運営へとつなげていく。

3． 業務の範囲
　本業務は、３か年にわたり実施する「住民と育てる『選ばれる町』に向けた『三重県明和町 2040ビジョン』共創プロジェクト」のうち、初年度（令和７年度）に実施する基盤構築フェーズに係るものである。
　本事業では、１年目に「共創の仕組みづくり（設計）」、２年目に「仕組みの実証・改善」、３年目に「仕組みの定着・自走化」という３段階を通じて、住民と行政が共に地域課題を解決していく体制の確立を目指す。
　初年度においては、この全体構想の起点として、「三重県明和町 2040ビジョン」の策定、住民や関係人口が参画できる導線の整備、及び広報・PR活動の実施を主たる業務範囲とする。これらは次年度以降に行う実証・強化フェーズの基盤となるものである。
　提案にあたっては、本事業全体（３か年）の目的と成果を踏まえ、初年度の業務を全体構想の第一段階として位置付けた上での包括的かつ戦略的な提案を行うこと。

4． 委託期間
契約締結の日から令和８年３月３１日まで

5． 業務内容
本業務の主な内容は、次のとおりとする。
なお、具体的な実施方法や工程、想定タスク等の詳細は、別紙１「業務内容詳細」に示すものとする。
(1) 「三重県明和町 2040ビジョン」の策定
町民・関係人口・行政職員等が参加するワークショップや意見交換等を通じて、地域の将来像や重点テーマを整理し、共創の方向性を明確にする。
住民が自らの地域をどのように育てていくかを可視化し、今後の取組の基礎となる「三重県明和町 2040ビジョン」を策定する。
(2) 参画導線の設計・整備
住民や関係人口が地域課題やまちづくりのテーマに気軽に関われるよう、オンラインフォーム、既存のホームページとの連携、イベント等の導線を設計・整備する。
住民参加のきっかけを増やし、共創活動を継続的に支える仕組みを構築する。
(3) 広報・PRの実施
本事業の趣旨や取組内容を町内外に発信し、共創への理解と参加意欲を高める。
広報紙・SNS・動画等を活用し、町民・関係人口双方に共創の価値を伝えるコンテンツを制作・展開する。
(4) 進行管理及び報告
いずれの業務についても、町担当者と連携しながら、業務の進行状況を定期的に報告し、必要に応じて調整を行う。
年度末には成果物を整理し、次年度以降の展開につながる提案・示唆を報告書として取りまとめる。

6． 成果物
本業務における主な成果物は、次のとおりとする。
　なお、成果物の詳細な仕様については、別紙２「成果物仕様」に示すものとする。
(1) 三重県明和町 2040ビジョン（簡易中間報告書）
(2) 参画導線検討書
(3) PR動画・広報物一式
(4) 体制整備に関する助言・報告書

7． 委託費の上限額
　本業務に係る委託費の上限額は、21,000千円（消費税及び地方消費税を含む）とする。
　内訳は、次の３つの業務区分ごとに上限額を設定する。
　なお、契約金額は、プロポーザル審査における最優秀提案者の見積内容等を踏まえ、町と受託者との協議により決定するものとする。
	区分
	業務内容
	上限額（税込）

	1
	「三重県明和町 2040ビジョン」策定業務
	6,000千円

	2
	参画導線設計・整備業務
	10,000千円

	3
	広報・PR実施業務
	5,000千円



8． 留意事項
(1) 事業全体を見据えた提案
提案者は、単年度の実施内容に限定せず、３か年を通した一貫した取り組み方針及び進行イメージを提示すること。
特に、次年度以降に想定される「実証・強化」「実装・自走」フェーズへの展開を見据え、初年度に整備すべき基盤や仕組みを明確にすること。
(2) 共創の視点及び進行管理
住民、関係人口、行政職員等、多様な主体の参画を得ながら、対話・協働のプロセスを重視して業務を実施すること。
あわせて、町担当者と定期的に進捗共有及び協議を行い、必要に応じて町が指定する報告会等に出席し、成果の報告を行うものとする。
(3) 個人情報及び機密情報の取扱い
本業務の遂行にあたり知り得た個人情報、特定個人情報及びその他の機密情報については、別紙３「個人情報・特定個人情報取扱特記事項」を遵守し、適切な管理を行うこと。
特に、収集・利用目的の限定、安全管理措置の徹底、再委託に関する制限、事故発生時の報告義務等、同特記事項に定める各条項を遵守するものとする。
また、業務終了後は町の指示に従い、取得した個人情報等を適切に返還又は廃棄しなければならない。
(4) 知的財産権の帰属
本業務により作成された成果物の著作権その他の知的財産権は、原則として明和町に帰属するものとする。
ただし、第三者の著作物等を利用する場合は、事前に町と協議のうえ適切な取扱いを行うものとする。

9． 納品・検査
(1) 納品
本業務の成果物は、町が指定する期日までに提出すること。
提出形式及び提出方法の詳細は、別紙２「成果物仕様」に定めるものとする。
必要に応じ、町と協議のうえ調整することができる。
(2) 検査
町は、提出された成果物の内容を確認のうえ検査を行い、必要に応じて修正を指示することができる。
修正指示を受けた場合、受託者は速やかに対応し、再提出を行うものとする。
(3) 完了報告
業務完了後、受託者は成果物と併せて業務完了報告書を提出し、町の検査・承認をもって本業務は完了とする。
